
平成 2 6 年 6 月 1 2 日（木）
午後 7 時開会

葛西区民館集会室 4 ・ 5 ・ 6

葛西地区自治会連合会第 1 固定例会

1 開 A
A一A

2 会長あいさつ

3 事務所長あいさつ

4 報告事項

( 1 ）平成 2 6 年度自治連役員会 役職について一一一一一一一一一一一一一一一P3

( 2 ）刊行物配付委託料の口座振込

書類提出締切日：平成 2 6 年 5 月 3 0 日（金）

初回振込日：平成 2 6 年 6 月 1 8 日（水）

( 3 ）女性連絡部会総会・講演会

日時 平成 2 6 年 6 月 1 4 日（土）午後 2時開会

会場 葛西区民館4階ホール

(4 ）専門部活動費の支出について

女性連絡部会に対する支出額 20 万円

警察部会に対する支出額 20 万円

( 5 ）新川千本桜の会役員会・理事会について

役員会 ※自治連会長、各協議会長ならびに自治連会計及び会計監査の皆様は御出席ください。

日時 平成 2 6 年 6 月 1 6 日（月）午後 6 時開会

会場 葛西区民館 3 階集会室第 2

理事会 ※各町会・自治会長の皆様は御出席ください。

日時 平成 2 6 年 6 月 1 6 日（月）午後 7 時開会

会場 葛西区民館 3 階講座講習室

( 6 ）葛西防犯カメラの会理事会について ※自治連役員、企画調整部会員の皆様は御出席ください。

日時 平成 2 6 年 6 月 2 5 日（水）午後 7 時開会

会場 葛西区民館 3 階講座講習室

( 7 ）江戸川区花火大会への協賛について（ 8 月 2 日（土）開催）
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( 8 ）葛西まつり第一回実行委員会について
日時 平成 26 年 7 月 1 日（火）午後 7 時開会
会場 葛西区民館 3階集会室4 ・ 5 ・ 6

( 9 ）町会長・自治会長と区長との懇談会について
日時 平成 2 6 年 7 月 9 日（水）午後 7 時開会

会場 タワーホール船堀

5 議事
( 1 ）葛西地区における自転車盗難防止を推進するための提案一一一一一一一一P4

( 2 ）第 24 団地域の力で安全安心まちづくり大会について一一一一一一一一P5 ～ 7

日 時平成 2 6 年 6 月 1 9 日（木） 午後 7 時開会

会 場葛西区民館 4階ホール他

( 3 ）町会・自治会の加入促進について（強化月間 6 月・ 2 月）一一一一一一一P8

(4 ）各協議会への助成金について ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 pg

( 5 ）平成 2 6 年度区民運動会について 一一一一一一一一一一一一一一一一p 1 0 

( 6 ）第 3 9 回葛西まつりについて 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一p 1 1 ~ 1 2 

( 7 ） 警察部会における代表部会員の推薦について 一一一一一一一一一一一P13 ～ 1 4 

( 8 ）江戸川区総合防災訓練について

日 時平成 2 6 年 7 月 24 日（木）午前 8 時 5 5 分

会 場江戸川河川敷（京葉道路江戸川大橋上流）

参加協議会 二之江及び長島・桑川地区自治連絡協議会

※ 1 協議会 50名ずつ、協議会長に 6 月下旬依頼予定です。

参考：平成 2 5 年度 船堀地区及び宇喜田・小島地区自治連絡協議会

6 講演

( 1 ）演題：「火災に備えて」

( 2 ）講師：葛西消防署長長若）Ii 1住

7 閉 A
A一A
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葛西地区自治会連合会 平成26年度役員等名簿

（平成26年6月 12日現在）協議会順
役 職 氏 名 町会 . 自 治会名
メ会』 長 西野 博 ｜ 長島町会コミ

f 田 ) I [ ？青 二之江中央町会

星谷 精一 桑川町親和会

副会長
越野 則 之 ハイフーク船堀自治会

大 関 道彦 宇喜田新町自治会
沖 渥 イt 清新北ハイツ自治会
須 賀 稔 ：。蓋~I 星巨陵ヨ町....J下ぷヱ3ミ、

会計
新 見 ？青 宇喜田棒茅場自治会

田 口 酒男 ー蓋正； 公社東葛西第二住宅自治会

千倉 嘉一 船堀七丁目町会
会計監査

下 山 博夫 シァィーコープ清新自治会

安 達 進 熊野会自治会

島 矢 謹爾 船堀五丁目町会

中 ) I [ 俊世 宇喜田六軒町自治会

斉藤 正夫 宇喜田十四軒自治会

理事 奥村 知加雄 宇喜田第二住宅自治会

菅原豊 新田町会

彦田フE 仲町町会

黒坂信一 南葛西町会

小坂部 加代子 女性連絡部会（新田町会）

0会長代行大関道彦（宇喜田新町自治会）

O警察部会長星谷精一（桑川町親和会）

且，、‘ 画 調 整 部 ~ 員
役 職 ｜ 氏 名 町会 . 自 r·ム口 三〉、 名コミ

部会長 内 海 孝 一 二之江八幡町会

松 尾 文 夫 自治会コミニアイー 5

キナ 上 耕 一 公団船堀一丁目団地自治会

山 本 宇仁斤コ 平 宇喜田七軒自治会

赤羽根智英子 清新町都営住宅自治会

山 崎 辰 彦 なぎさニュータウン自治会

藤 本 弘 子 女性連絡部会（宇喜田十四軒自治会）

敬称略
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葛西地区における自転車盗難防止を推進するための提案

葛西地区における犯罪認知件数は、区全体では平成 14 年以降連続して減少しているとこ

ろ、一時的には増加になりましたが、平成 24 年 9 月からの防犯カメラの運用を始めとした

防犯対策の推進によって、減少傾向にあります。

しかしながら、自転車盗難件数については、全区的に増加傾向にあり、平成 25 年には区

内の犯罪認知件数の 4割に達しました。その内、葛西地区の割合が最も多くを占めています。
特に同年の犯罪認知件数が 23 区内最多を記録したことに鑑み、区民、区及び警察の三者が

連携して、自転車盗難防止を推進することが強く求められています。

ついては、区民、区及び警察の三者の連携を円滑に進めるため、下記のとおり、葛西地区

自治会連合会及び環境をよくする葛西地区協議会が果たすべき役割を明確にするとともに、

自転車盗難防止の推進について、町会・自治会等においても、可能な範囲で御協力をいただ

きますようお願い申し上げます。

西野博

大関道彦

星谷精一

会長

会長

警察部会部会長

葛西地区自治会連合会

環境をよくする葛西地区協議会

葛西地区自治会連合会

平成 2 6 年 5 月

記

葛西地区自治会連合会及び環境をよくする葛西地区協議会の役割

( 1 ）葛西地区全体の機運の向上を図る活動

駅前、大規模店舗等の不特定多数の人が集まる場所において、周知啓発を図ること

( 2 ）特に被害の多い年齢層、地域等の「対象J に対する注意喚起

ア 若年層の被害が多いことから、学校を通して学生に注意喚起を促すこと

イ 大規模駐輪場を要する集合住宅に対して、管理者を通して住民に注意喚起を促すこと

( 3 ）区及び葛西警察署に一定の協力を要請

区及び葛西警察署に対して、必要な情報の提供及び適切な措置を講じることを要請

(4 ）町会・自治会等が実施する自転車盗難防止活動の相談支援

のぼり旗等の作成を支援するとともに、各種活動の相談に応じること

町会・自治会等において御協力いただきたい事項

( 1 ）貴会の主催する行事及び日常的な活動において、自転車盗難防止の呼びかけ等により、

広く周知啓発を図るようお願いします。

( 2 ）貴会の会員に対して、自転車盗難防止を、十分に御周知ください。特に大規模駐輪場

を要する場合は、必要に応じて、のぼり旗の設置等の検討をお願いします。

( 3 ）環境をよくする推進委員及び葛西地区自治会連合会警察部会員においては、自転車盗
難防止について、日常的に広く注意喚起をお願いします。

4 
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第 24 団地域の力で、安全安心まちづくり大会概要

1 方針

暴走族が入りにくい街として、引き続き、暴走族対策に取組むとともに、特に今年度は、
平成 25 年中の江戸川区の刑法犯認知件数が 23 区内最多で、あったことに鑑み、「必ず鍵をかけ
て！」の合言葉のもとに、葛西地区全体で自転車盗を撲滅するための機運の向上を図ること

2 大会タイトル（案）

？.~. 固 ま也域の力で安全安心まちづくり大会

3 目的

昨年度の活動報告等を行うとともに、特に「葛西地区における自転車の盗難防止を推進す
る特別対策宣言（案）」を採択した上で、上記の方針に沿った記念講演を実施することにより、

葛西地区における安全・安心まちづくりの一層の推進を図るための契機とすること

4 日時
平成 26 年 6 月 19 日（木）午後 7 時開会

5 会場

葛西区民館4階ホール

6 主催
葛西地区暴走族対策連絡会及び葛西地区自治会連合会

7 後援

江戸川区及び葛西警察署

8 組織

地域の力で安全安心まちづくり大会実行委員会
( 1 ）大会会長西野 博 （葛西地区自治会連合会会長）
( 2）実行委員長越野 則之 （船堀地区自治連絡協議会会長）
( 3 ）副実行委員長各地区協議会会長

各青少年育成地区委員会委員長
葛西交通安全協会会長
葛西防犯協会会長
保護司会葛西分区区長

民生児童委員各葛西地区部長

葛西さざなみ会会長
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9 次第

第 1部開 之』
コ：：；；－

区歌斉唱

開会のことば

会長あいさつ

区長あいさつ
葛西警察署長あいさつ

来賓紹介
平成 2 5 年度活動報告及び決算報告
平成 26 年度活動計画（案）及び予算（案）
葛西地区における自転車の盗難防止を推進する特別対策宣言

閉 ム
一
品

第 2部記念講演

も り しゅういち

講 師森修一 氏（葛西警察署長）

1 0 来賓

葛西地区選出の都議会議員及び区議会議員

1 1 役割分担

( 1 ）発表者

役 割 ム寸、 年 昨 年

司会
にしの しょうこ にしの しょ うこ

西野 生子さん 西野 生子さん

開会のことば
越野則之会長 星谷精一会長

（船堀地区） （長島・桑川地区）

会長あいさつ 西野博 会長 西野博 会長

平成 25 年度 伊藤文夫委員長 清宮高義委員長

活動報告及び決算報告 （葛西第一地区委員会） （葛西第二地区委員会）

平成 26 年度 須賀稔 会長 大関道彦会長

活動計画（案）及び予算（案） （葛西中央） （字喜田・小島地区）

葛西地区における自転車の盗難防止
西野博 会長 //// 

を推進する特別対策宣言

( 2 ）協力者

葛西母の会（ 7 名）、葛西自治連女性連絡部会（ 9 名）

葛西青年部連絡会（ 1 6 名）

1 2 参加記念品

観葉植物（フィカスルビー）※右図参照
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1 3 参加人数

( 1 ）参加依頼数（役員を含む）

トト
団体名

・自治連

性23一十0女0×3会一言6会会33員会陸一×協協×3m委絡会親一会全全会2p進連み員西合一
員安安協会連校校校員推部な司委葛組一／

委通通犯の子学学委ツ年ざ童き業一

区交交防母区中中年一青さ護児の商一
地西西西西西・・少ポ西西生す油一三葛葛葛葛葛小小高青ス葛葛保民く石一

・ママさんバレー

・ママさん卓球

会2一部×一

－家庭教育サークル連絡会

－無記名、その他

計

i口~ 計

※各協議会依頼数

今回参加依頼数

ーーIlli－－1111111111111－－－1lili－－寸1000000066600000000一808655166622222314一251一2
5 0 

6 0 

5 0 

一

1 6 0 

l, 3 8 8 

協議会名 町会・自治会数× 3 世帯数割合

一 之 r工 (10) 3 0 2 3 
一

長島・桑川 ( 6) 1 8 3 3 

船 堀 (16) 48 3 1 

宇喜田 ・ 小島 (29) 8 7 45 

葛西南部 (10) 30 1 6 

葛西中央 (19) 5 7 8 2 

ぷロ〉、 計 270 230 

( 2 ）参加方法

昨年実数

544457353226095750一65532111212124一73一6 2 7 5 1 26 
2 0 

1 2 4 

800 

正ロ』

5 3 

5 1 

7 9 

1 3 2 

4 6 

1 3 9 

5 0 0 

計

団体ごとに代表者宛に案内状と入場券を送り、上記の人数の参加をお願いします。
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キて 隣近所の大家族・入って安邸、聞け合いの輸

町会・自治会に加入しましょう！！
江戸川区内には現在 2 7 8 を数える町会・自治会が組織されており、他の市区町村とは異なった

活発なコミュニティ活動が行われています。町会・自治会は、東日本大震災のような災害時の避難

所対応や救出・救護活動など、みなさんの一番身近で心強し、味方となる自主的組織です。

また都市化や少子化のすすむ中で、熟年者の親睦会活動や子ども会活動など、ご近所・仲間同士
の助け合いが、日常生活で、ますます大切になってきています。

便利な世の中だからこそ、人と人との交流を考えていくことが大切です。

町会・自治会を通じて地域のコミュニティ活動に参加しませんか。

0 町会・自治会への加入方法 O

・お近くの町会・自治会役員さんにお申し出ください。

・お近くの町会・自治会の連絡先がご不明の場合は、区役所の各事務所地域サービス係まで
ご遠慮なくお問い合わせください。

【お問い合わせ】葛西事務所地域サービス係 中葛西 3 - 1 0 - 1 

電話（3688) 0434 

FAX (3688) 8441 
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平成26年度 自治連からの各協議会への助成金（案）

協議会名 世帯数 割 A口、 aムι八ι． 額

二之江地区 6,654 世帯 9. 7% 29,200 円

長島・桑川地区 9,853 世帯 14.4九 43,300 円

船 堀 地 区 9,423 世帯 13.8九 41,400 円

宇喜田・小島地区 13, 192 世帯 19.3九 57,900 円

葛 西 南 音日 4, 704 世帯 6.9九 20,600 円

葛 西 中 央 24,502 世帯 35.9切 107,600 円

よ口〉、 計 68,328 世帯 100.0出 300,000 円
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平成 26 年度 区民運動会実施要領（案）

1 目的

葛西地区を 6地区（二之江、長島・桑川、船堀、宇喜田・小島、葛西南部、葛西中央）

に分け、それぞれの地区ごとに集い、体育の向上とレクリエーションを通じて、地域の親

睦と社会の健全化を図ることを目的とする。

2 開催団体

( 1 ）主 催各地区協議会、葛西地区自治会連合会、江戸川区

( 2 ）協 賛青少年育成地区委員会（葛西地区、葛西第一地区、葛西第二地区）

( 3 ）協力団体会場校、青少年委員、体育指導委員、その他地域団体

3 実施百

地 区 名 実施日 £』 場 担当職員τ民

葛 西 中 央 9 月 1 4 日（日） 陸上競技場 中村 . 相馬

長島・桑川地区 9 月 1 4 日（日） 暮西小学校または第二基西小学校 進藤 . 田 中

船 堀 地 区 9 月 2 1 日（日） 船堀第二小学校 高畑 . 星野
葛 西 南 部 9 月 2 1 日（日） 陸上競技場 堀尾 . 岡 田

二之江地区 9月 2 8 日（日） 二之江第二小学校 神野 . 中島
字喜田・小島地区 9 月 2 8 日（日） 第五葛西小学校 此崎 . 佐藤曜）

4 補助金

( 1 ）江戸川区からの補助金 ※地区ごとに申請

補助額：事業経費の 3 分の 2 の額と事業実施地域の世帯数に 1 2 0 円を乗じて得た額

とを比較して少ない額を上限とする

( 2 ）葛西地区自治会連合会からの補助金 300,00 0 円（ 50,000 × 6 地区）
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第 3 9 回 葛西まつり実施要領（案）

1 方針

地域が総結集する一大イベントとして、葛西地区住民の交流の輸をより一層

広げ、 「活気あふれる躍進の街 心のふるさと葛西」を築き上げることを目的

とする。

2 目標

( 1 ）葛西地域にある、多くのコミュニティ団体がその活力と創造性を十分に発揮

し、地域住民相互の交流を図る契機とする 。

( 2 ）地域に根ざす様々な文化・その他諸活動について、発表や参加の機会を設け、

その継承・発展を図る。

( 3 ）秋の一日を、葛西地区の住民 2 4 万人全ての心を 一 つにするまつりとする。

3 開催期日

平成 2 6 年 1 0 月 1 9 日（日） 雨天実施（ただし、屋外行事一 部変更）

4 時間

午前 9 時 3 0 分～午後 3 時 3 0 分

（ただし、屋内行事は午前 9 時～午後 4 時）

5 会場

葛西区民館、葛西健康サポートセンター、長島 1 号公園、滝野公園、

葛西親水四季の道、葛西区民館駐車場

6 実行体制

主催 葛西地区自治会連合会

（葛西まつり実行委員会）

江戸川区

協賛各種団体

1 1 



（案）り実行体制葛西まつ9 回第 3

行組織
葛西まつりは、葛西地区自治会連合会、及びまつりの開催に積極的に協賛する

団体によって構成する実行委員会が行なう。

実

実行委員会の役員

実行委員会に次の役員を置くものとする。

名 誉会長一一一一多田区長 実行委員長一一一一青少年育成地区委員長から 1 名

会 長一一一一西野会長 副実行委員長一一一一青少年育成地区委員長から 2名

副 会 長一一 6 協議会長 実行委員一一一町会自治会長、各種団体の長等102名

2 

会の設置

実行委員会は、

部3 

議

まつりの運営を円滑にするため次の会議を開催する。

( 1 ）第 1 回実行委員会一一まつりの実施方法、実行体制等を検討するとともに、

行委員会発足に向けた打合せを行う。

各部会ごと、それぞれの特色を生かしたものとするため

その内容、催物を決定する。

(3 ）第 2 回実行委員会一一部会聞の調整及び全体の連絡を行う。

実

事業を委任することができる。必要に応じて部会を設置し、

ゐ
一
品

4 

ム
一
品

(2 ）部

務局

実行委員会の事務局は、

事5 

葛西事務所地域サービス係に置く。

一二トー主催団体
葛西地区自治会連合会

江戸川区
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平成 26 年 6 月 12 日

町会長・自治会長各位

葛西地区自治会連合会

警察部会長星谷精一

葛西地区自治会連合会警察部会 平成 26 年度代表部会員の推薦について（依頼）

初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃より、葛西地区の安

全・安心まちづくりにご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。

さて、葛西地区自治会連合会警察部会は、葛西警察署、江戸川区及び葛西地区住民の三者

の連携を強化するとともに、治安維持の向上を図ることを目的として、平成 1 4 年 5 月に発

足しました。以後、各町会・自治会の皆様の御推薦に基づいて選出された警察部会の代表部

会員を中心に、葛西地区の安全・安心のまちづくりのための活動を定期的に実施していると

ころです。

つきましては、標記の件について、下記の通り、貴町会・自治会より警察部会の代表部会

員をご推薦いただくようお願い申し上げます。

記

1. 御推薦いただく人数

2 又は 3 名程度の方を、貴町会・自治会より代表部会員としてご推薦ください。

2. 御推薦方法

別添の返信用はがきの必要事項をご記入のうえ、平成 26 年 6 月 27 日（金）までにご投函

下さい。

園警察部会の主な活動内容
毎年 4 月 清砂大橋通り「セーフティーロード作戦j

9 月 環七通り「セーフティーロード作戦」

12 月 葛西橋通り「セーフティーロード作戦J
その他 非行防止キャンベーンなどのイベントに参加

【事務局】江戸川区葛西事務所地域サービス係〔担当：進藤・佐藤・中村〕

TEL 3688-0434 FAX 3688-8441 
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葛西地区自治会連合会警察部会運営要領

（名称）
第 1 条 本部会を葛西地区自治会連合会警察部会（以下、「警察部会」という）と称する

（目的）
第 2条 この運営要領は、葛西地区自治会連合会会則第 1 0 条に基づく専門部会として運営に必要な

事項として策定する
本部会の目的は、葛西警察署・江戸川区・葛西地区住民の三者の連携を強化し、関係諸団体
と相互協力体制を確立するとともに葛西地区全体の治安維持の向上をはかることを目的とする

（事業）
第 3 条 本部会は、前項の目的達成のため、次の事業を行う
( 1) 葛西警察署・江戸川区・葛西地区住民の連携を強化し治安維持の推進を図る事業
( 2) 自治連組織の中で警察関係諸問題の窓口としての役割を担い、地域住民・各種団体との

連絡調整を図る事業
( 3) 葛西警察並びに、警察関係団体の活動に協力し、「安全・安心まちづくり J運動を展開し

ていく事業
(4) その他、本部会の目的達成のために葛西地区自治会連合会（以下、「自治連」と称する）

が必要と認める事業

（構成）
第4条 本部会は、自治連に加盟している町・自治会の会員で本会の目的に賛同するものをもって構

成する

（代表部会員選出）
第 5 条 各町・自治会ごとに代表部会員を数名置く
( 1) 代表部会員の総数、及び各町・自治会ごとの人数は役員会において決定する
( 2) 選出にあたっては、所属する町・自治会長の推薦を必要とする
( 3) 代表部会員の任期は特に定めない。ただし、代表部会員が退任または交代した場合、所

属する町・自治会長が選出する者を後任者とする

（役員の種類・選出）
第 6 条 本部会には、次の役員を置く
( 1) 相談役 1 名
( 2 ) 部会長 1名
( 3 ) 副部会長 5名
(4）会計 2名
( 5) 会計監査 2名
( 6 ）理 事若干名
2 本部会の役員は、自治連役員が兼ねることとする
3 相談役は自治連会長があたる
4 部会長は、自治連副会長の中から互選する
5 副部会長は、自治連副会長があたる
6 会計、会計監査は自治連の会計、会計監査がそれぞれこれにあたる

（役員の職務・任期）
第 7 条 役員の職務及び任期は、自治連会則に準ずる

（会議の種類）
第 8条 部会の会議は、役員会及び部会長が必要に応じて招集する会議とする

（議決）
第 9 条 会議の議決は、案件等を自治連役員会に付し、同役員会の承認をもって決定とする

（役員会）
第10条 部会の事業を実施にあたって、部会長は必要に応じ、役員会を随時開催することができる
( 1) 会議は、部会長が招集する
( 2) 会議の議長は、部会長または部会長が指名したものがあたる
( 3) 会議は、自治連役員会と兼ねることができる

（事務局）
第11条

（雑則）
第12条

附則

部会に事務局を置く
事務局は、自治連事務局及び葛西警察署があたる

この運営要領になき事項及び事業実施に必要な事項は、自治連役員会において決定する

この運営要領は、平成14 年 5 月 2 3 日より実施する
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